
 

 

   熊本市地域経済循環創造事業補助金交付要綱 

  

               制定 平成２７年１２月１８日 市長決裁 

改正 平成２９年 ２月 １日 市長決裁     

平成２９年１０月１１日 経済観光局長決裁 

令和 元年 ７月２３日 経済観光局長決裁 

令和 ２年 ３月３１日 商業金融課長決裁 

令和 ３年 ４月 １日 産業振興課長決裁 

令和 ６年 ８月 ７日 市長決裁     

令和 ７年 ３月３１日 経済観光局長決裁 

令和 ８年 ３月３１日 経済観光局長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の金融機関等と連携しながら、地域資源を活かした先進的で持続

可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域で

の経済循環を創造するため、本市が地域経済循環創造事業交付金交付要綱（総務省制定。

以下「総務省要綱」という。）に基づき、予算の範囲内において熊本市地域経済循環創造事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、熊本市補助金等交付規則（昭

和４３年規則第４４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、総務省要綱に基づく交付

金の交付決定を本市が受けた事業（以下「補助対象事業」という。）を実施する者であって、

熊本市内に主たる事業所を有する者とする。ただし、団体の場合は、その構成員の２分の

１以上が熊本市内に主たる事業所を有する者をもって組織された者をいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 

(1) この要綱に基づく補助金を過去に受けたことがある者 

(2) 市税を完納していない者 

 （交付期間） 

第３条 この補助金を交付する期間は、交付決定を受けようとする年度を含めて最大 2 年と

する。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象事業のために要する経費（以下「補助対象経費」という。）

の合計額から当該補助対象経費に充てるための金融機関の融資及び補助対象事業を行う

者（以下「補助事業者」という。）の自己資金その他資金の合計額を控除した額とし、１事

業当たりの上限額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 融資額等が補助金と同額以上２倍未満の額の場合 ３，０００万円 

(2) 融資額等が補助金の２倍以上３倍未満の額の場合 ４，０００万円 

(3) 融資額等が補助金の３倍以上４倍未満の額の場合 ５，０００万円 

(4) 融資額等が補助金の４倍以上の額の場合 ５，５００万円 



 

 

２ 補助対象経費の算定に当たっては、総務省要綱第５条に定めるところによるものとする。 

３ 補助金の単年度ごとの交付額（以下、「単年度交付額」という。）は、次に掲げる式によ

り算出された額（算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるも

のとする。）を超えない範囲で、交付年度の予算の範囲内において定めるものとする。 

単年度交付額 ＝ （交付限度額 × Ａ） － Ｂ 

 Ａ：補助金が交付される年度の年度末における補助対象事業の進捗率 

 Ｂ：前年度末までに交付された交付金の総額 

 進捗率：補助対象事業の総事業費に対する執行事業費の割合 

（事前相談） 

第５条 補助金の交付を希望とする者（以下「相談者」という。）は、任意の事業計画書を作

成し、本市施策との関連性を明示した上で、連携可能性のある課と連携可否について協議

することとする。 

２ 前項の協議の結果、地域経済循環創造事業交付金の活用について連携可能性があると判

断した場合、第２１条に基づく別の定めにより、その内容を審査するものとする。 

３ 前項に規定する審査の結果、事業内容が地域資源の活用や地域の課題解決に資すると認

められた場合、連携して事業実施する課（以下「担当課」という。）は、財政課及び総務省

と事業実施に向けた調整をすることとする。 

４ 相談者は、担当課の求めに応じ、資料作成等、交付金申請に向けた事務手続きに協力す

るものとする。 

（地域経済循環創造事業交付金の申請） 

第６条 市長が総務省に、地域経済循環創造事業交付金の交付申請をするにあたり、相談者

は次の各号に掲げる書類を作成し、担当課に提出するものとする。 

 (1) 熊本市地域経済循環創造事業実施計画書（様式第１号) 

 (2) 熊本市地域経済循環創造事業実施計画書（様式第２号） 

 (3) 補助対象経費に係る見積書 

 (4) その他市長が必要と求める書類 

２ 補助対象経費の支出が２年にわたる場合は、熊本市地域経済循環創造事業補助金申請調

書（様式第１号 別紙１）をあわせて提出すること。 

３ 補助事業の着手（工事等の発注を含む。）は、原則として、第７条第１項の規定により市

長から補助金交付決定通知を受けて行うものとするが、当該年度において、やむを得ない

事情により、補助金交付決定前に着手する必要がある場合には、熊本市地域経済循環創造

事業補助金交付決定前着手届（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（交付の申請） 

第７条 事業内容が地域資源の活用や地域の課題解決に資する事業と認められた者で、補助

金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、熊本市地域経済循環創造事業

補助金交付申請書（様式第４号）に関係書類を添えて市長に提出するものとする。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額とし



 

 

て控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額（以下「消費税等仕入控除税額」

という。））を減額して交付申請しなければならないこととする。ただし、申請時において

消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を精査し、補助金

の交付を適当と認めたときは、交付の決定を行うとともに、熊本市地域経済循環創造事業

補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る

消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨

の条件を付して交付決定を行うものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付決定をするときは、次に掲げる事項につき条件を附するもの

とする。 

(1) 市長から求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について、熊本市地域経済循

環創造事業補助金遂行状況報告書（様式第６号）により市長に報告すること。 

(2) 補助対象事業完了後、原則として５年間は、熊本市内に事業所をおいて活動しなけれ

ばならないこと。 

 (3) 次に掲げる場合には、事前に市長の承認を受けなければならないこと。 

ア 補助対象経費の配分を変更しようとするとき（変更額が補助対象経費の総額の１０

パーセント以内である場合を除く。）。 

イ 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。 

ウ 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除

く。 

(ｱ) 補助金の交付の目的に変更を生じないものであるとき（補助事業者の自由な創意

により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められる場合に限

る。）。 

(ｲ) 補助金の交付の目的及び補助対象事業の能率に直接関わりがない事業計画の細

部の変更であるとき。 

エ 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

オ 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

カ 交付金事業の事業期間が２年の場合で、単年度交付額を減額するとき。 

キ 取得財産等を処分しようとするとき。 

ク 補助対象事業の完了後５年を経過する日前において、主たる事務所を熊本市外に移

転するとき。 

(4) 次に掲げる場合は、既に交付した補助金全部又は一部に相当する額を熊本市に返還し

なければならないこと。 

ア 補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを受けた場合であって、既に交付した補

助金の額が補助金の交付確定額を超えるとき。 

イ 市長が、総務省要綱第２２条に基づき総務大臣から交付金の全部又は一部に相当す



 

 

る金額の納付命令を受けた場合であって、市長が返還を要すると認めたとき。 

エ その他市長が必要と認めたとき。 

(5) 交付申請時に、当該補助金における消費税等仕入控除税額を減額して申請しなかった

ものについては、補助金の額の確定において、補助金に係る消費税等仕入控除税額の減

額を行うこととすること。 

(6) 交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して２０日 

を経過する日までに、熊本市地域経済循環創造事業補助金申請取下書（様式第７号） 

を市長に提出するものとすること。 

(7) 事業が完了した場合は、その日から起算して２０日以内又は第８条の規定による交 

 付の決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、市長に対し、

第１１条に基づく実績報告を行うこと。また、交付申請時に、当該補助金における消費

税等仕入控除税額を減額して申請しなかったものについては、実績報告書を提出するに

当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該

補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならないこと。なお、事業が

完了せずに本市の会計年度が終了したときには、交付の決定に係る会計年度の翌年度の

４月２０日までに第１１条第１項に準ずる報告書を市長に提出しなければならないこと。 

(8) 交付申請時に、当該補助金における消費税等仕入控除税額を減額して申請しなかっ 

たものについて、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ 

り当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、市長に対し、速やかに第１

１条第７項に基づく報告をしなければならないこと。 

(9) 補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決 

定の取消しを行うこと。 

ア 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反 

した場合 

イ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合 

ウ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

エ 第８条の交付決定後に生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部を 

 継続する必要がなくなった場合 

(10) 補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）については、補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意を持って管

理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならな

いこと。 

(11) 取得財産等については、第１８条に基づく台帳を備え管理しなければならないこと。 

(12) 当該年度に取得財産等があるときは、第１８条第３項に基づく明細表を、第１１条

に基づく実績報告をする際に添付しなければならないこと。 

(13) 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収

入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。 

(14) 補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年以内の間、毎会計

年度終了後の２０日以内に、第１６条に基づく報告書を市長に提出しなければならない



 

 

こととする。 

(15) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の

属する年度の終了後５年間は、これを保存しなければならないこと。 

(16) 交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、総務省要綱第２２条第９号に基づく

調査を実施する場合、地域金融機関等の協力のもと、回答しなくてはならない。 

(17) 市長又は補助事業者が、総務省要綱第２３条第２項に基づく命令を総務大臣から受

けた場合は、それに従うこと。 

 (18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（計画変更の申請等） 

第１０条 第８条の規定による交付の決定を受けた申請者は、補助金の交付決定後に次の各

号のいずれかに該当するときは、速やかに熊本市地域経済循環創造事業補助金事業変更申

請書（様式第８号）を市長に提出し、その変更の承認を受けなければならないこととする。 

(1) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき（変更額が補助対象経費の総額の１０パ

ーセント以内である場合を除く。）。 

(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。 

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

ア 補助金の交付の目的に変更を生じないものであるとき（補助事業者の自由な創意に

より、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められる場合に限る。）。 

イ 補助金の交付の目的及び補助対象事業の能率に直接関わりがない事業計画の細部の

変更であるもの 

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(6) 交付金事業の事業期間が２年の場合で、単年度交付額を減額するとき。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、熊本市地域経済循環創造事業補

助金実績報告書（様式第９号）を市長に提出しなければならないこととする。 

２ 補助事業者は、前項の報告書の提出を行うに当たっては、次に掲げる書類を添付するも

のとする。 

 (1)熊本市地域経済循環創造事業補助金事業報告書（様式第１０号） 

 (2)熊本市地域経済循環創造事業補助金補助対象経費整理表（様式第１１号） 

 (3)補助対象経費に係る伝票類（請求書・領収書等）の写し 

 (4)金融機関からの融資を証明する書類（融資契約書等）の写し 

 (5)事業の成果が分かるもの（写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等） 

３ 補助対象事業が複数年度にわたる場合は、熊本市地域経済循環創造事業補助金実績調書

（様式第１１号 別紙１）をあわせて提出すること。 

４ 第１項の報告書の提出は、補助対象事業が完了した日から起算して２０日以内又は第８

条の規定による交付の決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで

に行わなければならないこととする。 

５ 補助事業者は、事業が完了せずに本市の会計年度が終了したときには、交付の決定に係



 

 

る会計年度の翌年度の４月２０日までに第１項に準ずる報告書を市長に提出しなければ

ならないこととする。 

６ 第７条第２項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、熊本市地域経済循環創造

事業補助金実績報告書（様式第９号）を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入

控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額し

て提出しなければならないこととする。 

７ 第７条第２項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、熊本市地域経済循環創造

事業補助金実績報告書（様式第９号）を提出した後において、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定

により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を熊本

市地域経済循環創造事業補助金消費税等仕入控除税額報告書（様式第１２号）の提出によ

りこれを報告するとともに、これを返還しなければならないこととする。 

８ 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して２０日以内とする。 

（補助金等の額の確定）  

第１２条 市長は、交付すべき補助金の額が確定したときは、熊本市地域経済循環創造事業

補助金確定通知書（様式第１３号）により通知するものとする。 

２ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。 

（補助金等の交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、熊本市地域経済循環創造

事業補助金精算払（概算払）請求書（様式第１４号）を市長に提出するものとする。 

（交付の特例） 

第１４条 市長は、特に必要と認めるときは、第８条の規定による交付の決定の後に概算払

いをすることができる。 

（決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交

付決定の取消しを行うものとする。この場合において、市長は、取消しに係る部分につい

て既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反し 

た場合 

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

(4) 第８条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続す

る必要がなくなった場合 

（収益報告等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５

年以内の間、毎会計年度終了後の２０日以内に、熊本市地域経済循環創造事業補助金事業

化収益状況報告書（様式第１５号）を市長に提出しなければならないこととする。 

２ 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完 



 

 

了した日の属する年度の終了後５年間は、これを保存しなければならないこととする。 

（納付金） 

第１７条 市長は、総務省要綱第２２条に基づき総務大臣から交付金の全部又は一部に相当

する金額の納付命令を受けたときは、当該交付金に基づき補助金を交付した補助事業者に

対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を命ずることができる。 

２ 前項の規定により納付を命ずることができる金銭の額は、第１２条の規定により確定し

た補助金の額を上限とする。 

３ 第１項の規定により納付を命ずることが出来る額の納付期限は、当該命令の通知の日か

ら起算して２０日以内とする。 

（財産の管理等） 

第１８条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管

理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなけれ

ばならないこととする。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第１６号）を備え管理

しなければならないこととする。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１１条第１項に定める実績報告

書に取得財産等管理明細表（様式第１７号）を添付しなければならないこととする。 

（財産の処分の制限） 

第１９条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の

ものを総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府、郵政省、自治省令第６号）第８

条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ熊本市地域経済循環創造事業補

助金財産処分承認申請書（様式第１８号）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ないこととする。 

２ 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合におい

て、当該取得財産等の処分により当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入

の全部又は一部を当該補助事業者に納付させることができる。 

（補助金の返還） 

第２０条 市長は、第１２条第２項、第１５条、第１７条第１項又は前条第２項の規定によ

り補助金の返還を命ずるに当たって、補助事業者に通知を行うときは、熊本市地域経済循

環創造事業補助金返還命令通知書（様式第１９号）により行うものとする。 

２ 補助金の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して２０日以内とする。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年１２月１８日から施行する。 

附 則（平成２９年２月１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月１１日決裁） 



 

 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則（令和元年７月２３日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則（令和２年３月３１日決裁） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年４月１日決裁） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年８月７日決裁） 

この要綱は、令和６年８月７日から施行する。 

  附 則（令和７年３月３１日決裁） 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日決裁） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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